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明
治
初
年

諸

藩
の

商

吐

の

堀

江

f呆

窺

序

言

安
政
の
閃
岡
後
、
高
知
・
佐
賀
・
鹿
児
島
・
繭
井
の
諸
藩
を
始
め
、
多
く
白
落
は
開
港
揚
や
江
戸
・
大
阪
等
に
商
合
所
を
設
け
、

盛
ん
に
外
国
貿
易
に
従
事
し
た
。
維
新
後
に
は
新
置
白
府
間
肺
も
之
に
加
っ
た
。
併
し
そ
れ
に
作
ム
弊
容
も
少
た
か
ら
や
、
特
に
府
藩

脇
が
夫
々
貿
易
機
闘
を
設
け
て
直
接
貿
易
に
従
事
寸
る
E
と
は
、
中
央
政
府
の
貿
易
統
制
の
上
に
不
都
合
を
来
す
こ
と
が
少
く
在
か

っ
た
ミ
め
、
政
府
は
明
治
二
年
六
月
、
か
t
A

る
行
震
の
禁
止
令
を
蛮
し
、
商
合
所
は
廃
止
せ
ら
れ
る
こ
と
に
在
っ
た
。
け
れ
ど
も
諸

藩
に
於
て
は
諸
種
の
事
情
か
ら
、
直
ち
に
外
国
貿
易
を
底
止
す
る
を
得
、
宇
、
か
〈
て
藩
士
及
び
用
建
町
人
等
相
糾
合
し
て
、
商
祉
を

設
立
し
、
商
枇
の
名
に
於
て
貿
易
に
従
事
し
た
も
の
が
少
〈
た
か
っ
た
ρ

己
の
商
枇
に
闘
し
て
は
、
二
三
の
例
を
除
昔
、
そ
の
詳
細
を
窺
ム
ベ
昔
資
料
が
見
首
ら
左
い
が
、
幸
ひ
に
大
蔵
省
編
纂
の
「
誼
両
端

外
岡
誼
債
底
分
録
」
(
「
明
治
前
期
財
政
相
済
史
料
集
成
」
骨
九
巻
所
軟
)
に
よ
っ
て
そ
白
一
端
を
窺
ム
E
と
が
出
来
る
の
本
書
は
蕎
諸
藩
の
外

岡
人
に
劃
す
る
負
債
の
起
稜
よ
り
そ
り
ι

随
分
に
至
る
ま
で
の
期
末
を
録
し
た
・
も
の
で
、
従
っ
て
商
枇
に
就
て
も
外
山
町
に
聞
係
あ
る
も

の
以
外
に
は
何
ら
鰯
れ
ら
れ
て
居
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
而
も
商
一
位
に
言
及
す
る
如
何
度
も
、
外
債
白
起
さ
れ
た
事
情
主
知
る
上
に

便
宜
主
輿
へ
る
範
囲
に
限
局
さ
れ
て
居
り
、
商
枇
の
設
立
年
月
は
勿
論
、
組
織
等
に
就
て
は
喜
一
く
言
及
さ
れ
て
居
ち
血
。
従
っ
て
本

明
治
初
年
目
語
審
白
商
社

策
五
十
=
一
巻

停

掛

七

七

菅野博士「簡便と丹図貿易J(r彦根高両論叢帯u醐)参照。
外債に就ては、闘山直太郎氏自「嘗諾薄日外国負債鬼分J(，杜曾評音寺史皐」第 z
巻 z貌)なる好論文がある。
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明
治
初
年
目
諸
藩
の
商
社

第
五
十
三
巻

丹、

第

披

i¥‘ 

書
に
撮
っ
て
明
治
初
年
の
諸
藩
の
商
枇
研
究
の
結
論
を
準
き
出
す
と
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
ま
た
多
大
の
危
険
性
あ
る
を
免

が
れ
た
い
が
、

一
階
本
書
に
見
え
て
ゐ
る
限
り
を
取
り
ま
と
め
、
以
て
研
究
を
進
め
る
上
の
一
階
梯
と
し
よ
う
。

ーー
務

共生
去五

商

枇

本
音
の
序
文
を
見
る
と
、
『
抑
各
蒋
の
遮
慌
た
る
千
差
寓
別
一
轍
の
規
を
以
て
判
現
す
可
か
ら
や
と
雌
も
、
大
凡
藩
周
を
給
し
闘

費
K
充
て
、
事
止
む
を
得
ざ
る
に
出
る
も
の
は
幾
何
も
在
し
。

一
時
商
法
の
設
に
陪
し
、
猪
吏
姦
商
共
聞
に
馨
援
し
、
落
踊
を
悠
滋

し
、
准
借
浪
費
公
を
恨
り
私
を
済
し
、
終
に
今
日
の
大
債
を
醸
成
す
る
、
比
々
皆
是
た
り
。
然
と
離
も
版
籍
奉
還
以
降
各
蒋
之
事
大

小
友
〈
官
省
と
同
問
す
、
有
も
詮
赤
に
藩
官
の
名
印
あ
る
、
共
経
費
如
何
を
聞
は
宇
、
慨
し
て
公
債
と
潟
さ
ざ
る
を
得
予
』
と
遁
ペ

て
、
外
債
の
由
来
が
概
ね
公
私
の
外
園
貿
易
に
裂
す
る
と
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
己
の
鞘
を
具
酬
間
的
に
示
す
た
め

ι、
先
づ
瀧
替
の

商
社
主
例
示
し
、
次
節
に
於
て
藩
名
を
用
ふ
る
も
賓
は
私
の
商
枇
に
外
な
ら
友
か
っ
た
も
の
を
例
示
し
よ
う
。

盛
岡
藩

明
治
元
年
、
藩
主
南
部
利
剛
は
一
回
奥
州
白
石
へ
脚
封
に
な
っ
た
が
、
間
も
な
〈
盛
岡
へ
復
師
を
許
さ
れ
、
そ
の
代

償
と
し
て
金
七
十
寓
削
D
献
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
金
策
の
た
め
藩
役
人
は
大
阪
の
官
商
に
掛
合
っ
た
が
熔
ぜ
ら
れ
宇
、
結
局
紳

戸
在
留
の
英
商
オ

1
1
y
ト
よ
り
洋
銀
・
汽
結
・
小
銃
等
を
以
で
銀
額
合
計
二
十
七
寓
八
千
五
百
枚
を
借
入
れ
、
引
首
て
に
は
米
・
荒

銅
・
生
紙
を
以
て
す
べ
く
約
束
を
し
た
。
外
債
を
以
て
献
納
金
主
調
達
す
る
と
と
は
藩
臨
む
容
る
与
と
己
ろ
と
た
ら
な
か
っ
た
が
、

相
し
破
約
し
難
き
事
情
あ
り
、
か
く
て
藩
役
人
は
存
阪
の
盛
岡
商
人
村
井
茂
兵
衛
L
」
謀
り
、
商
吐
を
開
設
し
て
借
入
金
の
運
用
を
闘

る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
借
入
れ
た
汽
帥
町
通
商
丸
を
運
持
し
て
商
業
を
叫
営
ん
だ
が
、
複
定
の
利
潤
皐
が
ら
宇
、
剰
へ
土
佐
商
脅
か
ら

も
借
金
を
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
此
等
三
日
の
借
金
返
済
の
た
め
、
三
年
十
二
周
紳
戸
在
留
白
相
明
治
商
人
ラ
イ
ス
等
よ
り
、
荒
銅
・



樟
脳
等
を
引
営
て
に
し
て
十
四
高
弗
を
借
入
れ
た
が
、
商
枇
が
名
賓
と
も
商
祉
と
左
っ
た
の
は
そ
の
直
前
で
あ
っ
て
、
即
ち
落
大
暴

秋
田
藩

財
政

救
済
の
目
白甘
を
ιl 
て

町j
治
フE
年
十

月
製
茶
輪
出
の

~i 
葺
を
樹
し

そ
包〉

資
金
と
し
て

椿

幣
十
寓
雨
を
蘭
商
オミ

執同藩は明泊四年正月以前は久保同落と稲 Lた。(宮武外骨民「府落幌制虫J15
頁)。

事
の
認
詐
を
得
て
盛
附
燃
産
物
商
枇
と
な
っ
て
ゐ
る
n

而
し
て
村
井
茂
兵
衛
自
ら
頭
取
と
な
り
、
同
姓
茂
右
衛
門
及
び
大
阪
・
紳
戸
・

堺
の
商
人
六
名
が
或
は
産
物
取
扱
人
又
は
請
人
用
達
D
資
格
を
以
て
之
に
加
は
り
、
藩
役
人
前
名
が
産
物
取
締
役
の
名
儀
を
以
て
名

前
を
連
ね
て
ゐ
る
。
商
社
。
行
ふ
と
と
ろ
は
主
と
し
て
轍
入
品
白
販
責
に
在
り
、
印
ち
外
商
工
り
支
那
米
・
臭
呂
・
小
間
物
等
を
延

買
し
、
之
が
園
内
販
寅
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
各
口
の
借
入
金
並
に
商
品
延
買
代
金
は
何
れ
も
完
済
す
る
を
得
令
、

E

D
分

ば
爾
飴
D
外
債
と
共
に
藩
債
と
し
て
庭
介
せ
ら
れ
る
己
と
に
た
っ
た
D
で
あ
る
。

明
治
二
年
、
秋
田
D
支
藩
岩
崎
審
の
役
人
が
、
岩
崎
繭
太
郎
の
口
入
を
以
て
、
神
戸
在
留
の
蘭
商
ア
ラ
リ
ア
Y

よ
り

汽
舵
並
に
現
金
網
計
十
五
高
府
を
借
入
れ
た
。
常
時
京
都
に
出
張
中
の
秋
出
藩
士
は
、
宗
支
の
閥
係
か
ら
之
に
諾
印
し
た
が
、
借
主

の
名
目
は
秋
田
落
会
用
方
と
せ
ら
れ
て
居
り
、
巧
妙
に
岩
崎
藩
士
に
欺
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
併
し
秋
凹
薄
士
は
、
藩
地
の
物
産
並

に
同
蒋
支
配
所
蝦
夷
地
ネ
毛
ロ
園
究
開
拓
所
の
物
産
共
他
を
以
て
外
岡
貿
易
・
岡
内
商
業
に
従
事
す
れ
ば
、
結
代
共
他
の
借
金
D
返

怖
は
容
易
で
あ
り
、

E
叉
事
一
大
白
岡
徒
と
な
る
ぺ
し
と
考
へ
、
二
一
年
七
月
頃
大
阪
に
久
保
田
薄
開
拓
物
産
舎
除
を
設
立
し
た
。
と
の

合
所
の
業
務
は
、
外
商
よ
り
支
那
米
・
反
物
等
を
質
入
れ
・
椋
寅
し
て
利
を
得
る
に
在
り
、
代
金
の
一
部
は
之
を
蒋
政
費
に
も
充
て
た

ゃ
う
で
あ
る
が
、
併
し
利
径
は
串
が
ら
宇
、
剰
へ
佐
川
般
は
破
壊
し
、
結
局
外
債
を
残
す
結
果
と
友
っ
た
。

此
外
問
薄
で
は
、
明
治
四
年
、
用
達
町
人
吉
川
長
兵
衛
等
十
人
の
名
前
を
以
て
、
横
演
に
於
て
同
様
の
取
引
に
従
事
L
た
が
、
之

亦
失
敗
に
終
っ
た
。

津
藩

ー
ト
イ

Y

上
り
借
入
れ
た
。
そ
白
機
関
と
し
て
一
の
商
舎
を
設
け
(
場
所
不
明
)
、
落
士
雨
名
が
役
員
に
任
じ
、

以
で
私
の
商
祉
の
鉢

明
治
初
年
四
諾
藩
の
商
枇

第
五
十
=
一
巻

第

競

プb

九

3) 



明
拍
初
年
の
諸
藩
白
商
社

第
五
十
=
一
容

O 

第

貌

ーC 

に
し
た
が
、
そ
白
設
立
に
は
藩
の
民
政
加
判
奉
行
や
参
政
が
認
許
を
奥
へ
て
居
り
、
藩
品
百
白
商
祉
た
る
己
と
歴
然
た
る
も
の
が
あ
っ

た
岡
藩

財
政
救
済
の
た
め
た
阪
忙
生
産
商
祉
を
設
け
(
年
月
不
詳
)
、
物
産

D
費
買
を
替
ん
で
ゐ
た
。
然
る
に
快
損
績
き
の
た
め
、

廃
藩
置
燃
の
際
之
を
閉
鎖
す
る
と
と
に
な
っ
た
が
、
政
府
は
『
畢
党
外
国
負
債
D
中
を
以
右
商
法
D
資
本
に
も
相
加
へ
商
路
蓮
輔
の

目
途
臆
算
削
臨
支
消
の
路
hz
失
ひ
候
儀
に
て
、
自
然
右
負
債
に
閥
署
D
商
枇
に
付
』
云
々

D
現
向
を
以
で
、
商
祉
の
一
現
金
現
物
を
悉

く
新
耐
腕
へ
引
継
ぎ
、
外
債
錆
却
白
一
部
に
充
て
た
。

11~ 
憂
藩

同
藩
に
は
従
来
上
り
魔
物
合
所
が
あ
り
、
生
総
共
他
白
岡
産
を
買
集
め
て
江
戸
に
送
り
、
産
物
曾
所
の
江
戸
出
底
上

り
横
清
白
外
商
へ
買
込
ん
で
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
が
、
明
治
元
年
以
来
こ
の
取
引
を
盛
大
た
ら
し
む
る
た
め
、
外
商
上
り
般
・
器
械
・

現
金
を
借
入
れ
売
。
更
に
用
達
町
人
山
片
平
右
衛
門
白
勧
め
に
従
ひ
、
製
紙
業
興
隆
白
目
的
を
以
て
明
治
四
年
正
月
養
讃
講
を
取
締

び
、
そ
白
資
金
と
し
て
二
高
五
千
弗
を
怖
商
フ
ア

1
プ
ル
よ
り
借
入
れ
た
。
産
物
舎
周
が
如
何
怒
る
組
織
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明

か
で
た
い
が
、
用
達
町
人
の
闘
興
す
る
藩
替
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
得
ペ
〈
、
ま
た
養
讃
講
も
同
様
の
組
織
に
上

呂
一
一
極
D
商
祉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
養
話
揚
・
製
続
揚
・
桑
十
回
培
養
揚
等
心
設
備
を
持
っ
て
ゐ
た
ロ
而
し
て
藩
が
此
等
の
施
設
を
た

し
た
の
は
、
そ
白
盆
金
を
蒋
の
政
費
に
練
入
れ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

二
本
松
蒋

同
諜
に
て
は
生
赫
寅
込
み
白
た
め
横
演
に
商
吐
を
設
け
(
年
月
不
詳
て
そ
の
取
扱
ひ
は
之
を
商
人
に
委
託
し
て
ゐ

た
。
そ
れ
が
様
替
白
商
枇
で
あ
っ
た
と
と
は
、
商
枇
名
義
で
外
商
よ
り
借
入
れ
た
生
締
代
金
の
前
借
を
悉
皆
藩
費
に
供
し
た
と
と
に

上
っ
て
明
か
で
あ
り
、
そ
白
経
替
に
商
人
が
参
加
し
て
ゐ
た
と
と
は
、
借
用
詮
支
に
蒋
役
人
と
並
ん
で
二
本
松
及
び
横
演
の
商
人
が

連
叩
し
て
ゐ
る
と
と

ιよ
っ
て
も
窺
は
れ
る
。



水
戸
藩

同
藩
は
明
治
二
年
北
海
道
天
盤
。
支
配
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
開
拓
費
用
に
窮
し
た
結
果
、
産
物
質
例
商
祉
を
設
け
て

主
と
し
て
支
配
地
の
海
産
物
を
販
賢
し
、
そ
の
一
利
潤
を
以
て
悶
拓
費
に
宏
て
ん
と
し
た
。
併
し
か
t
A

る
取
引
は
蒋
腐
自
ら
行
ふ
の
で

は
闘
滑
を
快
〈
恐
れ
あ
り
と
し
、
=
一
年
E
月
そ
の
粧
替
を
城
下

o
m達
町
人
並
に
東
京
及
び
横
演
D
商
人
に
委
ね
た
。
併
し
商
枇
の

漣
偉
そ
の
も
り
に
莫
大
な
費
用
を
婆
す
る
と
と
ろ
か
ら
、
町
人
達
は
米
商
ヲ

1

ル
ー
よ
り
借
金
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詮
丈
に
は

務
の
舎
計
方
役
人
が
詮
印
を
し
て
居
り
、
結
局
E

D
商
社
は
二
本
松
蒋
の
商
枇
と
同
一
性
質
0
・
も
白
で
あ
っ
た
。

金
津
藩

同
落
に
は
大
阪
南
堀
江
一
丁
目
に
木
屋
等
五
郎
名
義
の
商
一
位
が
あ
り
、
士
た
安
治
川
四
J
日
に
川
崎
屋
武
十
郎
名
義

の
倉
庫
が
あ
っ
て
、
此
等
主
以
て
陵
藩
置
販
の
際
ま
で
外
岡
貿
易
に
従
事
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
藩
皆
の
商
枇
で
あ
っ
た
と
と
は
、
同

藩
の
外
園
負
債
鈴
却
の
た
め
に
官
収
せ
ら
れ
た
と
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。
之
と
共
に
注
意
す
べ
き
は
、
同
藩
が
兵
庫
に
設
け

た
製
餓
商
祉
で
あ
る
が
、
之
忙
就
て
は
後
に
遁
ぺ
る
。

般
原
藩

同
藩
に
で
は
江
戸
時
代
既
に
そ
の
財
政
の
基
礎
主
主
と
し
て
朝
鮮
貿
易
に
置
い
て
ゐ
た
が
、
幕
末
に
は
そ
の
貿
易
は

廃
絶
の
委
と
た
り
、
財
政
は
頓
に
窮
乏
し
た
。
同
藩
が
そ
の
救
済
の
た
め
、
務
持
貿
易
禁
止
令
殻
布
の
後
に
於
て
も
、
貿
易
を
繕
綾

し
た
己
主
は
営
然
考
へ
ら
れ
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
扱
機
関
は
、
明
治
二
年
大
阪
に
開
い
た
と
思
は
れ
る
生
産
方
と
稀
ず
る
商

枇
で
あ
る
。
而
し
て
取
引
横
張
の
た
め
外
商
よ
り
汽
船
を
購
入
し
、
朝
鮮
の
物
産
仕
込
み
の
た
め
土
佐
商
品
問
よ
り
資
金
を
借
入
れ
た

が
、
更
に
此
等
の
負
債
を
返
却
す
る
必
要
及
び
共
他
の
事
情
か
ら
、
外
商
よ
り
支
那
米
・
砂
糖
・
反
物
等
を
延
賀
し
て
特
責
の
利
益

を
皐
げ
ん
と
し
、
か
く
て
外
岡
貿
易
に
闘
奥
す
る
己
と
に
在
っ
た
り
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
生
産
方
に
は
藩
役
人
の
外
に
大
阪
及
び

厳
原
の
商
人
が
閥
興
し
て
ゐ
た
。
同
藩
D
藩
鹿
に
は
別
に
維
新
後
間
も
な
く
設
け
ら
れ
た
貿
易
署
と
呼
ぶ
役
所
が
あ
る
が
、
之
れ
が

藩
皆
商
業
に
闘
す
る
綱
元
締
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

明
惜
初
年
目
諸
藩
白
商
枇

停
五
十
=
一
巻

第

慨



明
油
相
年
申
諸
藩
白
商
世

第
五
十
三
巻

第

銃

以
上
の
諸
薄
白
外
に
も
、
豊
橋
藩
の
商
法
方
、
烏
山
藩
の
生
産
方
、
赤
穂
藩
の
生
産
方
、
棲
井
藩
の
商
法
方
な
ど
の
商
業
機
関
の

あ
っ
た
と
と
が
「
士
宮
蒋
外
岡
遁
債
底
分
録
」
に
見
え
て
ゐ
る
。
此
等
K
就
て
は
説
明
を
省
略
す
る
が
、
以
上
諸
藩
の
所
謂
商
枇
軒
遁

観
す
る
と
、
そ
の
設
立
は
維
新
以
前
に
遡
る
も
の
が
あ
り
、
維
新
後
新
た
に
設
立
さ
れ
た
も
り
も
あ
る
が
、
設
立
白
事
由
か
ら
見
る

と
、
盛
岡
藩
が
献
納
金
調
達
の
た
め
、
水
戸
藩
が
蝦
夷
地
開
拓
資
金
調
達
の
た
め
に
、
夫
々
商
枇
を
設
け
た
以
外
は
、
憾
で
商
業
・

貿
易
に
よ
っ
て
利
潤
を
暴
げ
、
以
て
藩
財
政
に
費
せ
ん
と
す
る
に
る
っ
た
。

商
枇
の
建
設
・
粧
替
に
は
多
少
と
も
忙
蒋
役
人
が
開
興
し
て
ゐ
る
が
、
同
時
に
別
達
町
人
白
閲
興
せ
ざ
る
も
の
も
稀
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
少
く
と
も
盛
岡
・
二
本
松
・
水
戸
・
金
津
等
の
商
祉
は
、
表
面
上
町
人
白
み
の
粧
品
百

ι属
し
、
蒋
役
人
は
商
祉
の
借
刑
詩
文

に
晩
、
印
す
る
程
度
に
止
っ
た
け
れ

E
Z
.併
し
貫
質
は
蒋
瞥
の
、
若
〈
は
藩
と
用
達
町
人
と
の
共
同
粧
品
百
の
商
枇
で
あ
っ
た
と
と
は
、

個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
ロ
打
戸
時
代
白
岡
産
合
所
白
侮
統
が
継
承
せ
ら
れ
て
E

L
比
五
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
商
祉
を

商
人
名
義
と
し
た
と
と
は
政
府
を
悌
っ
て
白
措
置
忙
外
な
ら
ぬ
と
と
勿
論
で
あ
る
。
唯
、
既
に
蒋
樗
の
貿
易
が
禁
ぜ
ら
れ
た
後
で
あ

る
に
も
拘
ら
宇
、
久
保
田
蒋
開
拓
物
産
台
所
の
如
く
、
堂
々
藩
名
を
掲
げ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
と
は
疑
問
に
唱
へ
な
い
が
、
己
L

で

は
一
際
疑
問
D
ま
t
A

に
し
て
喧
か
ろ
。

務

名

商

枇

上
漣
の
如
〈
、
諸
藩
白
商
品
机
に
は
多
。
と
も
用
達
町
人
が
闘
興
し
て
ゐ
売
。
そ
し
て
此
等
町
人
と
直
接
陀
折
衝
す
る
一
定
の
藩
役

人
が
あ
っ
た
。
か
ミ
る
関
係
か
ら
し
て
、
藩
政
白
混
鉱
せ
る
営
時
に
於
て
は
、
藩
士
又
は
町
人
の
う
ち
に
は
、
薄
白
商
祉
を
装
う
て

商
品
此
を
設
立

L
・
射
利
を
目
論
む
も
の
が
あ
っ
た
。
本
節
に
於
て
は
モ
白
岩
干
の
例
を
由
時
げ
土
う
。



犬
山
蒋

明
治
三
年
、
江
戸
・
四
日
市
及
び
尾
張
の
商
人
数
名
は
、
園
錠
を
口
賓
と
し
て
犬
山
藩
D
大
参
事
吉
岡
秀
等
D
奥
印

を
得
、
横
演
在
留
の
英
商
キ
ル
ベ
ー
よ
り
汽
結
及
び
商
業
資
金
主
借
入
れ
、
商
祉
を
結
ん
で
貿
易
に
従
事
し
た
。
蒋
大
悲
事
が
借
用

詩
文
に
連
印
し
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
己
の
商
祉
は
蒋
臓
の
杢
〈
閥
如
せ
ざ
る
と
己
る
で
あ
っ
た
。

高
富
藩

同
藩
に
て
は
明
治
四
年
三
月
、

一
の
商
社
を
設
け
て
横
潰
在
留
の
悌
商
ジ
ユ
パ
ン
よ
り
商
品
を
延
貰
し
、
そ
の
鋪
却

に
は
北
海
道
共
他
各
地
の
毒
物
の
膏
却
代
を
充
て
ん
と
し
た
が
、
そ
れ
は
全
く
藩
名
義
白
商
社
で
あ
っ
て
、
内
寅
は
東
京
在
住
の
同

藩
士
族
が
生
前
難
を
打
開
せ
ん
が
た
め
に
開
設
せ
る
も
の
に
外
た
ら
や
、
而
も
と

D
計
聾
を
議
案
し
た
も
の
は
此
等
藩
士
上
り
今
一
策

白
依
頼
を
受
け
た
江
戸
及
び
箱
館
の
商
人
で
あ
っ
た
。
藩
士
白
一
人
江
良
照
に
謝
す
る
司
法
省
の
底
分
欣
に
「
右
之
者
(
中
略
)
藩
腐

に
於
て
商
曾
取
闘
相
成
岨
曜
に
仕
成
し
、
肖
己
の
商
業
を
詩
む
ベ
く
と
合
葎
出
生
青
塚
金
兵
衛
外
二
人
を
も
合
併
時
腕
投
、
伽
図
商
人
ジ

品
川
ン
よ
り
洋
銀
共
他
品
々
借
入
る
L
A

節
に
至
り
、
金
兵
衛
外
二
人
を
借
主
に
相
立
照
始
め
官
名
を
稽
へ
又
は
謙
一
叩
を
押
用
し
た
る

詮
書
ジ
ユ
パ
ン
へ
差
入
、
迫
而
返
済
方
差
滞
り
右
始
末
大
蔵
省
に
於
て
等
受
る
筒
、
藩
廓
商
舎
の
資
本
金
に
差
支
へ
併
入
る
t
A

儀
に

有
之
様
慌
よ
〈
巾
協
り
』
云
々
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
右
白
事
情
は
明
か
で
あ
ら
う
。

岩
槻
藩

同
落
の
用
達
町
人
藤
川
初
五
郎
外
二
人
は
、
商
業
資
金
を
得
ん
が
た
め
に
右
目
ジ
ユ
パ
ン
よ
り
商
品
を
延
買
し
、
そ

白
借
用
詮
文
に
藩
の
高
木
大
参
事
等
が
保
詮
人
と
し
て
蓮
印
し
た
。
延
買
商
品
の
責
上
代
金
は
豪
も
蒋
費
に
供
し
た
わ
け
で
は
た
か

っ
た
が
、
落
役
人
蓮
印
の
借
金
で
あ
る
と
と
ろ
か
ら
、
議
債
と
し
て
底
分
せ
ら
れ
た
。

回
議
藩

明
治
四
年
九
月
田
議
薄
商
性
商
方
と
稿
し
て
神
戸
在
留
の
潤
商
テ
キ
ス
ト
ル
よ
り
支
那
米
三
十
五
寓
斤
を
延
買
ひ
し
た

が
、
と
の
産
商
方
は
、
賞
は
諜
士
萩
原
僻
八
郎
及
び
大
阪
商
人
松
屋
興
七
外
二
人
が
藩
名
主
冒
し
て
設
け
た
商
枇
に
外
注
ら
な
か
っ

た

明
品
開
和
年
の
詰
藩
の
商
一
世

信
五
十
三
巻

第

揖



明
暗
初
年
三
時
藩
の
商
枇

四

静
五
十
三
巻

四

第

抗

郡
上
落

郡
上
入
幡
町
白
商
人
大
野
耕
作
外
二
人
は
郡
上
藩
商
祉
〔
東
京
と
を
組
織
し
て
貿
易
に
従
事
し
て
ゐ
た
が
、
四
年
六

月
に
室
り
前
記
偽
商
ジ
品
パ

Y

よ
り
紹
付
加
二
百
七
十
伎
を
貿
入
れ
、
延
排
代
傾
元
利
三
寓
八
百
間
四
十
四
弗
徐
を
借
金
し
た
。
己
の
取

引
は
樟
露
臆
白
保
誇
無
〈
し
で
は
苦
難
き
と
己
ろ
か
ら
、
落
。
東
京
出
張
臓
に
願
附
て
役
人
の
許
可
を
得
た
が
、
更
に
返
済
期
日

延
期
の
必
要
生
じ
、
そ
白
た
め
に
ジ
品
パ
ン
ヘ
差
入
れ
た
詮
文
に
劃
し
て
『
従
来
の
仕
来
に
泥
み
』
、
藩
印
は
勿
論
知
参
事
以
下
が
連

印
し
て
之
を
保
詮
し
た
。
か
〈
て
前
記
の
一
負
債
は
結
局
落
伎
に
立
て
ら
れ
穴
の
で
あ
る
が
、
商
枇
そ
の
も
の
は
藩
替
の
商
祉
で
は
危

〈
、
審
名
義
D
商
人
の
商
枇
で
あ
っ
た
。

以
上
の
外
に
も
牛
南
落
に
そ
の
例
あ
り
、
そ
の
外
債
底
分
に
首
っ
て
調
査
官
が
『
断
然
私
債
と
も
難
相
決
、
乍
去
勿
論
公
債
に
は

無
之
、
貨
に
情
欣
魔
昧
、
会
藩
踊
獣
許
の
商
法
と
被
相
考
候
』
ム
」
述
べ
て
ゐ
る
如
〈
、
責
に
向
藩
の
商
枇
は
公
私
の
匝
別
判
然
し
難

き
も
り
で
あ
っ
た
。

何
れ
に
し
て
も
藩
士
又
は
用
達
町
人
が
、
藩
名
主
朋
ひ
て
商
一
粧
を
結
ん
だ
D
は
、
商
取
引
を
闘
滑
に
行
ム
上
に
、
特
に
外
商
と
取

引
し
又
は
外
商
よ
り
資
金
の
融
過
を
受
け
る
上
に
、
頗
る
有
利
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
在
ら
な
い
。
己
の
事
は
、
外
商
が
我
図
に
貿
易

を
求
む
る
に
営
り
、
特
に
諸
侯
と
の
取
引
を
墜
ん
だ
己
と
に
よ
っ
て
丸
容
易
に
推
察
せ
ら
れ
る
。
勿
論
蒋
の
名
義
で
取
引
を
行
ふ
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
藩
名
主
表
看
板
に
掲
げ
売
わ
け
で
は
な
〈
、
契
約
書
や
借
用
讃
文
に
藩
印
又
は
蒋
役
人
白
運
剛
を
用
び
た
に
遁

ぎ
在
い
。
併
し
か
ミ
る
詮
印
を
受
け
る
に
つ
い
て
は
藩
膳
叉
は
藩
役
人
D
許
諾
が
必
要
で
あ
っ
た
ロ
上
述
の
諸
倒
に
閲
す
る
限
り
藩

名
の
詐
、
用
は
見
営
ら
な
い
。
そ
と
で
考
ふ
ペ
骨
は
此
等
D
藩
士
文
は
用
達
町
人
に
封
ず
る
藩
D
態
度
で

b
る
。
偶
々
郡
上
落
商
枇
の

例
区
見
ゆ
る
如
〈
、
『
従
来
の
仕
来
に
泥
み
』
許
諾
を
奥
へ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
。
仕
来
り
と
は
要
す
る
に
藩
と
用
達
町
人
と
の
狂

合
ひ
で

b
る
。
己
L

に
も
、
務
が
進
ん
で
町
人
主
利
用
し
た
場
合
と
同
様
に
、
町
人
が
藩
を
利
用
す
る
と
い
ム
相
互
利
用
の
僻
統
が

菅野博士、前掲論文参照。4) 



見
ら
れ
る
。
そ
し
て
政
府
は
、
か
h
A

る
商
社
に
よ
っ
て
生
じ
た
外
図
負
債
を
も
、
藩
債
と
認
め
て
肩
替
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
D

で
あ
っ
て
、
金
津
蒋
の
外
債
に
閥
し
て
調
査
官
が
『
右
者
外
岡
人
b
勤
し
不
鰐
裁
有
之
候
而
者
御
交
際
上
に
関
係
致
し
』
云
々
と
言

へ
る
が
如
く
、
横
面
の
上
か
ら
も
之
を
純
然
た
る
私
債
と
し
て
底
分
す
る
と
と
が
出
来
友
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

商
社
と
外
岡
資
本

諸
藩
の
財
政
は
奮
幕
時
代
以
来
窮
之
し
で
ゐ
た
。
加
ム
る
に
戊
反
役
前
後
、
諸
藩
は
何
れ
も
泰
西
の
新
武
器
を
必
要
と
し
、
財
政

の
窮
乏
を
刷
み
る
逗
な
〈
競
う
て
武
器
・
弾
薬
・
蛾
舶
を
購
入
し
た
。
ま
た
若
干
白
藩
に
於
て
は
新
式
白
鎖
五
業
を
起
す
目
的
を
以

て
、
諸
種
の
機
枝
類
を
轍
入
し
た
。
か
〈
て
諸
藩
の
一
財
政
は
袋
一
々
苦
し
く
た
っ
た
D
で
あ
る
が
、
而
も
従
来
白
金
主
で
あ
る
三
都
の

豪
商
共
他
は
既
に
足
許
の
見
え
透
い
た
諸
藩
忙
翻
し
て
股
重
注
締
貸
を
行
ひ
、
容
易
に
金
談
に
臆
じ
た
い
。
そ
こ
で
己
む
を
得
、
宇
外

商
に
借
金
す
る
と
と
に
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
始
め
と
た
っ
た
も
の
は
恐
ら
〈
園
産
主
引
首
て
と
す
る
武
器
の
隣
入
で
あ
ら

ぅ
。
か
や
う
た
扶
態
で
あ
る
か
ら
、
商
仕
を
設
立
す
る
に
し
て
も
、
或
は
之
を
経
倍
す
る
に
し
て
も
、
必
要
た
る
賛
金
を
持
合
は
さ

在
か
っ
た
で
あ
ら
う
己
と
は
容
易
忙
窺
は
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
外
岡
負
債
と
商
枇
設
立
と
の
聞
に
は
頗
る
斡
接
仕
閥
係
が

あ
っ
た
。
之
に
つ
い
て
は
所
々
に
燭
れ
た
が
、
迩
に
一
括
し
て
そ
り
閥
保
を
明
か
に
し
よ
う
。

先
づ
盛
附
・
秋
田
・
水
戸
・
葎
・
仙
蓋
等
の
諸
藩
に
於
て
は
、
商
枇
設
立
の
資
金
を
外
商
に
仰
い
だ
。
例
へ
ば
水
戸
藩
で
は
北
海

議
の
支
配
地
に
産
物
質
捌
商
祉
を
建
て
る
と
と
に
た
っ
た
が
、
『
内
地
よ
り
輸
送
の
米
・
鞭
は
勿
論
日
用
の
諸
什
に
至
る
迄
費
用
莫
大

に
て
』
、
用
達
共
の
自
カ
に
て
は
到
底
賄
ひ
難
き
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
費
金
を
米
商
ヲ

l

ル
ス
に
仰
い
だ
の
で
あ
る
。

ま
た
仙
裏
藩

で
も
養
議
静
開
設
に
詰
り
、
『
金
主
等
を
取
掠
金
子
借
山
川
し
無
之
て
は
開
講
不
相
成
よ
り
』
、
御
園
フ
ア
プ
ル
ホ
エ
ル

y
商
舎
に
そ
の

明
首
相
年
四
一
面
藩
白
雨
世

弾
五
十
三
巻
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明
泊
初
年
目
諸
藩
白
商
世

揮
五
十
三
巻

アて

六

策

強

資
金
を
求
め
穴
。
同
様
の
例
は
忍
藩
が
明
治
四
年
に
利
根
川
に
於
け
る
逗
消
事
業
経
替
白
た
め
、
通
指
曾
祉
の
設
立
を
計
聾
し
た
揚

合
に
も
見
ら
れ
る
。
尤
も
こ
の
揚
合
に
は
、
悌
商
ジ
ユ
パ
ン
よ
り
商
品
を
延
山
貝
ひ
し
、
去
り
寅
捌
代
金
を
以
て
設
曾
枇
の
資
金
に
充

で
ん
と
し
た
白
で
あ
る
が
、
商
品
の
値
下
り
の
た
め
計
護
蹴
臨
し
、
結
局
舎
祉
の
創
立
は
見
ら
れ
た
か
っ
た
。

此
等
に
謝
し
て
諸
問
藩
の
揚
合
は
、
外
債
を
起
す
陪
梯
と
し
て
商
枇
を
設
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
漣
の
如
く
盛
岡
燃
産
物
商
枇

計
聾
が
寅
現
し
た
の
は
、
明
治
三
年
十
一
月
頃
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
既
忠
夫
商
オ
ー
ル
ト
及
び
九
十
丸
商
舎
か
ら
借
金
を
し
て

ゐ
た
が
、
此
の
借
金
主
斐
9

た
め
更
に
外
雨
上
り
借
金
す
る
こ
と
に
友
そ
そ
の
必
要
上
愈
々
商
祉
を
設
け
る
己
と
に
た
っ
た
の
で

あ
る
。
之
に
就
て
は
「
奮
務
外
闘
運
債
底
分
録
L

D
記
事

K
よ
っ
て
も
窺
は
れ
る
が
、
更
に
同
藩
+
九
津
同
文
六
よ
り
外
務
省
K
宛
て

た
上
申
書
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。

以
上
に
劃
し
で
更
に
津
藩
に
於
て
は
、
外
商
の
抽
出
患
に
従
ひ
外
資
を
以
て
商
枇
の
設
立
を
計
叢
し
て
ゐ
る
。
印
ち
『
明
治
元
戊
辰

十
一
月
、
同
藩
士
族
航
海
指
揮
官
柳
欄
五
郎
藩
用
陀
て
神
戸
表
へ
出
張
白
所
、
同
所
在
留
米
商
プ
ウ
レ
ツ
キ
上
り
鳩
五
郎
へ
申
談
候

は
、
伊
賀
伊
勢
一
両
闘
の
製
茶
近
来
精
選
於
米
国
懇
望
の
主
し
、
若
多
数
輸
出
の
回
途
有
之
に
於
て
は
蒸
し
斗
金
十
寓
雨
位
は
可
貸
渡
白

申
聞
に
於
て
、
総
五
郎
早
速
蹄
藩
、
蒸
気
船
取
扱
懸
b
同
藩
士
族
箕
浦
作
兵
衛
(
中
時
)
六
人
の
者
へ
申
談
、
(
中
略
)
衆
議
一
決
』
と
あ

る
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
と
の
米
商
よ
り
の
融
資
は
整
は
左
か
っ
た
が
、
彼
民
代
っ
て
同
巳
役
割
を
演
じ
た
白
は
蘭
商
ポ
E

ト
イ
ン

で
あ
っ
た
。

更
に
外
商
よ
り
の
偶
然
の
借
財
が
、
そ
の
ま
i
h

商
枇
開
設
の
資
金
と
在
っ
た
例
に
、
秋
閏
藩
の
開
拓
物
産
曾
所
白
あ
る
と
と
、
前

に
述
べ
た
如
〈
で
あ
る
。

以
上
、
商
吐
開
設
資
金
と
外
届
資
本
と
の
閥
係
に
就
て
湛
べ
た
が
、
更
に
商
枇
経
比
百
白
た
め
に
資
金
主
外
商
に
仰
い
だ
例
は
頗
る

「明拍大E大限市史」費料筒、 295頁。S) 



多
い
。
郡
と
・
豊
橋
・
高
知
・
仙
蚕
等
の
諸
藩
に
そ
の
具
糟
的
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、

一
々
に
つ
い
て
白
説
明
は
省
略
し
よ
う
。

商
枇
設
立
資
金
に
し
て
も
鰹
轡
資
金
に
し
て
も
、
そ
れ
は
綿
て
現
金
を
以
て
融
通
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
友
か
っ
た
。

一
部
は
現
金

主
以
て
し
、
他
は
蒸
汽
船
又
は
支
那
米
・
反
物
・
小
間
物
等
を
以
て
す
る
の
が
普
通
で
あ
う
た
。
と
の
知
、
外
商
よ
り
見
れ
ば
、
資

金
の
融
通
は
同
時
は
商
品
の
輸
出
で
あ
っ
て
、
商
社
の
立
揚
上
り
す
れ
ば
、
今
日
外
債
を
起
し
公
債
金
を
以
て
そ
白
岡
工
り
物
資
を

輸
入
す
る
の
と
何
ら
異
る
と
と
る
は
左
い
。
更
に
商
一
川
上
り
見
れ
ば
、
粧
日
常
D
過
程
に
於
て
、
内
地
に
特
賓
の
目
的
を
以
て
外
印
刷
品

を
外
商
よ
り
延
買
ひ
す
る
白
と
金
〈
同
一
で
あ
る
。

更
に
外
商
よ
り
資
金
を
借
入
れ
る
に
営
つ
て
は
、
そ
れ
が
現
金
で
あ
る
揚
合
と
物
品
で
あ
る
場
合
と
を
聞
は
宇
、
茶
・
生
総
・
銅
・

樟
脳
其
他
の
問
産
を
引
営
に
供
し
た
。
別
の
言
葉
千
一
い
へ
ば
周
産
引
営
て
白
前
併
で
あ
り
、
外
商
よ
り
見
れ
ば
商
品
代
債
の
前
貸
し

で
あ
る
。
昔
時
商
枇
mu
糠
向
と
栴
す
る
も
の
は
概
ね
己
の
類
で
あ
っ
た
。

か
t
h

る
方
法
に
上
っ
て
輸
入
す
る
物
品
の
債
格
が
低
廉
で
あ
る
筈
は
左
〈
、
輪
出
す
る
物
品
の
債
格
が
高
慌
で
あ
る
筈
は
左
か
っ

た
。
さ
れ
ば
己
そ
輸
入
口
聞
は
晴
朗
想
の
債
格
を
以
て
園
内
へ
縛
寅
す
る
と
と
が
出
来
夕
、
輸
出
品
は
借
金
の
権
保
と
し
て
十
分
の
設
用

を
裂
揮
す
る
己
と
が
出
来
中
、
と
の
二
重
の
損
失
か
ら
し
て
商
祉
は
概
ね
立
ち
得
ざ
る
打
撃
を
蒙
り
、
負
債
鋪
却
の
た
め
政
府
宇
一
煩

は
さ
ざ
る
を
得
友
い
欣
態
に
立
至
っ
た
O
で
あ
る
。

要
す
る
に
明
治
初
年
に
は
、
諸
藩
白
商
祉
を
通
じ
て
外
国
資
本
が
流
入
し
つ
ミ
あ
っ
た
。
外
商
は
貿
易
に
よ
る
以
外
に
、
己
の
投

資
に
よ
っ
て
も
利
採
を
稼
い
で
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
己
れ
に
於
て
は
資
金
主
仰
ぐ
側
白
政
治
的
・
経
済
的
碁
礎
が
薄
弱
で
あ
っ
た

ピ
け
に
、
岡
氏
経
済
的
に
見
て
、
そ
と
に
は
多
大
白
危
険
性
が
あ
っ
た
。
併
し
そ
り
半
聞
に
、
基
礎
薄
弱
の
故
に
長
期
信
用
は
殆
ど

興
へ
ら
れ
宇
、
ま
た
諸
藩
に
於
て
も
大
謄

K
E
額
の
借
金
を
す
る
己
と
が
出
来
た
か
っ
た
。
そ
し
て
何
れ
の
藩
に
於
て
も
僅
か
づ
ミ
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明
治
初
年
D

諸
落
白
商
世

第
五
十
三
巻

静

観

丹、

^ 

之
を
錆
却
し
、
結
局
そ
D
残
額
を
廃
蒋
置
燦
後
政
府
に
支
沸
っ
て
貰
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
と
L

に
そ
の
危
険
性
は
解
消
す
る
と
止
が

出
来
た
白
で
あ
る
ロ

五

飴

-F二週

以
上
、
主
と
し
て
「
葎
藩
外
園
遁
債
底
分
録
」
に
よ
っ
て
明
治
初
年
の
諸
藩
の
商
枇
に
就
て
述
べ
た
が
、
己
白
外
に
も
商
祉
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
有
名
た
高
知
藩
の
土
佐
商
曾
の
例
に
よ
っ
て
も
容
易
に
窺
は
れ
る
。
特
に
と
の
商
舎
は
自
ら
外
岡
貿
易
干
園
内
商
業

に
従
事
す
る
の
み
友
ら
や
、
他
蒋
の
商
祉
に
資
金
を
融
通
す
る
と
か
、
外
商
よ
り
白
資
金
の
借
入
を
周
旋
ず
る
と
か
、
己
の
方
面
に

も
頗
る
活
躍
し
た
。
更
に
資
金
を
融
通
す
る
に
常
り
、
自
己
の
外
商
に
負
へ
る
負
債
を
他
蕃
商
枇
に
肩
替
り
せ
し
め
る
が
如
苦
手
段

を
講
ヒ
て
ゐ
る
こ
と

A
本
書
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
こ
の
外
宇
和
島
藩
で
も
蕎
藩
時
代
白
物
産
方
を
維
新
後
製
産
揚
と
改
め
て
、

廃
藩
置
燃
に
至
る
ま
で
外
国
貿
易
に
従
事
し
た
。
ま
た
前
橋
藩
で
も
明
治
二
年
、
域
下
白
生
統
商
人
を
説
い
て
藩
替
の
生
赦
寅
込
居

敷
島
屋
を
横
潰
に
開
い
た
U

と
白
前
橋
落
で
は
、
準
ん
?
輸
出
生
紙
の
改
良
を
聞
り
、
二
一
年
前
橋
に
落
訟
の
洋
式
製
材
開
所
を
起
し
た
が
、
同
様
の
例
は
金
津
藩

白
兵
庫
製
餓
所
に
於
て
も
之
を
見
る
と
と
が
問
来
る
。

「
大
聖
寺
藩
史
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
聖
寺
藩
士
石
川
専
輔
、
金
津
藩
上
関
津
孝
三
郎
・
遠
藤
友
治
郎
の
三
人
が
そ
の
設
立
を
計
聾

と
の
製
織
所
は
川
崎
誼
拙
所
の
前
身
と
し
て
周
知
の
と
と
ろ
で
あ
る
が
、

し
た
も
の
で
、
そ
の
中
心
は
石
川
で
あ
っ
た
と
い
ム
。
大
聖
寺
藩
で
は
早
く
よ
り
琵
琶
湖
上
白
蓮
糟
事
業
を
粧
品
百
し
、
明
治
二
年
に

は
大
津
に
て
汽
舶
を
建
誼
し
て
、
之
を
そ
の
事
業
に
使
用
し
た
も
白
で
あ
っ
て
、
そ
の
局
に
首
れ
る
石
川
が
製
徴
所
の
設
立
を
企
閣

し
た
で
あ
ら
う
と
と
は
本
易
に
肯
か
れ
る
と
と
る
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
製
鋭
所
は
金
津
・
大
聖
寺
雨
審
の
共
同
出

「北宇和郡誌」、 5，8頁。
「日本軍締業史」第 x巻、 "9頁、第z巻、 48頁。
同書、 370頁。
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資

K
成
れ
る
も
D
で
あ
っ
て
(
後
に
大
型
寺
藩
肱
退
)
、
「
奮
藩
外
岡
遁
債
底
分
録
」
に
は
之
を
製
織
商
祉
ふ
」
も
記
し
、
「
工
部
省
沼
革
報

告
」
に
は
金
津
豚
商
枇
と
記
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
そ
り
設
立
に
常
り
工
揚
敷
地
の
永
拝
借
を
許
さ
れ
、
同
年
十
二
月
、
未
だ
工
場
白

成
就
せ
ざ
る
に
先
立
ち
工
部
省
へ
官
牧
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
製
織
所
の
設
立
は
、
政
府
が
之
を
忌
む
ど
こ
ろ
か

寧
ろ
援
助
を
興
へ
た
白
で
あ
っ
た
。

藩
替
の
か
L
る
生
産
事
業
は
、
上
述
の
前
橋
製
料
開
所
に
見
ら
れ
、
ま
た
鹿
児
島
藩
の
堺
紡
績
所
(
明
治
三
年
創
立
)
に
も
見
ら
れ
る
。

而
も
此
等
D
生
産
事
業
は
堂
々
と
藩
名
を
掲
げ
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
巳
〈
落
替
の
事
業
と
雌
も
、
貿
易
を
主
目
的
と
す

る
商
祉
と
、
己
の
種
。
生
産
事
業
と
に
封
す
る
政
府
の
態
度
に
は
格
段
の
相
逮
が
あ
っ
た
や
う
に
見
え
る
。
藩
山
田
百
白
貿
易
を
紘
一
町
一
暦
す

る
に
至
っ
た
事
情
に
就
て
は
序
言
に
一
言
し
た
。
併
し
生
産
事
業
は
藩
倍
の
も
の
井
一
雌
も
之
に
好
意
を
寄
せ
た
。
と
誌
に
明
治
初
年

の
経
済
政
策
に
於
け
る
一
心
興
味
深
い
剥
が
見
ら
れ
る
や
う
に
忠
ふ
。

明
治
相
年
目
諸
薄
田
南
枇

品
帝
王
十
三
容
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